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お知らせ

ର
町外の高校（高等ઐֶ校は１～３年生）へ௨ֶまた
は下॓などをしている生ెの保護者
※町内ࡏ住の保護者に限る
ॿ༰
月額5,000円ʷ５Χ月分を子育て支援ϙインτとし
てؐݩ
ର期ؒ
令和３年10月～令和４年３月分

（長期ٳՋ1Χ月分をআく）

डʹඞཁͳの
੶期ࡏ証明書（ൃ行日から2Χ月以内）、またはֶࡏ
間証明書
あつまるΧーυ、印鑑
※ଔ業証書は不可
ड期ؒ
４月28日（木）まで
ఏग़ઌ
住民課 子育て支援グループ
または上厚真支所

ަରੈଳ
①高齢者世帯

65歳以上の高齢者（令和４年３月31日までに65
歳以上となる方）世帯または65歳以上の高齢者
とຬ18歳未ຬの方のみでߏ成する世帯で、令和
２年分の年金収入額と世帯のそのଞの合計所得金
額の合計額が次に͛ܝる額以下の世帯
ア�୯世帯120万円以下
イ�２人以上の世帯160万円以下

②ひとり世帯
義務ڭ育ऴྃ前の児童・生ెがいる世帯で、令和
２年分の合計所得金額が240万円以下の世帯

③োがい者がいる世帯
世帯にো者年金を受給している方がいて、令和
２年分の年金収入額と世帯のそのଞの合計所得金
額の合計額が240万円以下の世帯

ᶆそのଞ、町長が特に必要と認めた世帯
※ただし、次の世帯は対象となりません。

生活保護世帯、施ઃ入居世帯、੫法上のැ養߇আ
を受けている世帯、医療保険の被用者保険の被ැ
養者となっている世帯、ಉҰՈఉに居住し世帯分
をしている世帯

ࢧԉۚのֹ͓Αͼํڅࢧ๏
１世帯当たり３万５ઍ円をݱ金（࠲ޱৼ込）で支給
ਃड期ؒ
３月25日（金）まで
ਃํ๏ɾॴ
全ށした申請書（νラシ）と印鑑を持ࢀのう͑、
下هの場所で申請してください。
※ମが不ࣗ由でަ௨手ஈが確保できないなどの理由

で申請が困難な場合は、お住まいの୲当地区の民
生ҕ員に申請用ࢴをఏ出するか、住民課福祉グル
ープ（˟059-1692 ژ町120൪地）に༣送してく
ださい。

ਃ૭ޱ
住民課福祉グループ（総合ケアセンターゆくり内）
または上厚真支所

住民課 子育て支援グループ　☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）

住民課 福祉グループ　☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）

高ߍੜの௨ֶඅॿ

高齢者のౙのੜ׆支援

ொ֎の高ߍʹ௨ֶすΔ生ెの保護者ʹରͯ͠、௨ֶඅͳͲのҰ෦をॿ͠ます。

ொͰ、高齢者のౙ期ؒՈఉ༻ஆඅのҰ෦をࢧԉͯ͠います。

ର
次のすべてに該当する世帯
①18歳までの子どもがいる世帯
②町内にある月額Ոが56,000円以上の民間ି

住宅に入居している世帯
③世帯の合算所得が5,844,000円以下の世帯
ᶆ町੫等に納がない世帯
ॿ༰

月額2,500円分�子ども1人（上限：月額5,000
円分）を町内加ໍళでങい物などに用できるあつ
まるϙインτとしてؐݩします。
ର期ؒ
令和３年10月～令和４年３月の̒Χ月分

ड期ؒ
４月28日（木）まで
ඞཁॻྨ
・ିआܖ書等のՈの金額を確認できる書類
・Ոの納付を確認できる書類（支ྖ収書やҾམ

̒、௨ாのコϐーなど࠲ޱ Χ月分の支いが確認
できるもの）

・あつまるΧーυ　　・印鑑
※令和３年1月1日に町外にࡏ住していた方は、１

月１日に住所のあった࣏ࣗମがൃ行する所得証明
書および町੫等の納がない証明書が必要です。

ड૭ޱ
住民課子育て支援グループ、上厚真支所

子育て世帯の民間ିॅՈҰ෦ॿ 住民課 子育て支援グループ　☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）

民ؒିॅʹೖͯ͠ډいΔࢠҭͯੈଳʹ、ՈのҰ෦をॿ͠ます。

。ます͠څࢧఆ͝ΈାをࢦいΔੈଳʹ、ͤΔ͝Έ༻のͯ͠༺ʹΉͭをৗత͓ࢴ

ର
①３歳未ຬのೕ༮児とಉ居している保護者
②厚真町Ո介護用支給事業実施要ߝにͮجき、

おΉつのަ付を受けている方の介護者ࢴ
③厚真町৺ো児等に係る日ৗ生活用۩の給付等

にؔする規則にͮجき、ࢴおΉつの支給を受けて
いる方またはその保護者

ड期ؒ
令和５年３月31日（金）まで

څࢧຕ
対象者１人につき、もやせるごみ用ࢦ定ごみା（20
Ϧοτル）を１Χ月あたり10ຕ（年間࠷େ120ຕ）
ਃ૭ޱ
住民課 町民生活グループ（総合ケアセンターゆくり
内）、上厚真支所
※૭ޱで年度分をҰׅ支給します。
ਃʹඞཁͳの
申請書、印鑑

定͝Έାの支給ࢦ 住民課 町民生活グループ　☎ 26‒7871
（総合ケアセンターゆくり内）

 ର  者
宅ਫ਼ਆোがい回෮者ࡏ①

・ਫ਼ਆো者保健福祉手ாを所持している方

②ਛଁػোがい者（人ಁੳ）・ࢦ定難病・؊Ԍױ者
・人ಁੳを受けている方で、町の送ܴόスを利用していない方
・特定医療අ（ࢦ定難病）受給者証をお持ちの方
・ウイルスੑ؊Ԍ進行防ࢭ対策医療受給者証をお持ちの方

③重度৺োがい児等
・18歳未ຬの重度のোがい児のうち、ମো者手ா１～２ڃ（内

部োがいは３ڃまで）所持者
・療育手ா所持者で̖定または̗定でĐ250以下の児童
・ਫ਼ਆো者保健福祉手ா１ڃを所持する児童
※保護者等の介護者１人についても対象となります

ॿ༰
町外医療ؔػの௨院に要するަ௨අ
௨Ӄ期ؒ
令和３年10月分～令和４年３月分まで
ਃॻྨ
⨎௨院ަ௨අॿ成金ަ付申請書
⨐௨院証明（医療ؔػで証明印をもらいます）
⨒ମো者手ா、療育手ா、ਫ਼ਆো者保

健福祉手ா、特定医療අ（ࢦ定難病）受給者
証、ウイルスੑ؊Ԍ進行防ࢭ対策医療受給
者証のいずれかの写し

※⨎⨐は住民課福祉グループまたは上厚真支
所にあります

ਃࠐ期ݶ
４月８日（金）まで

町内に住所があり、かつ居住されている方（生活保護受給者をআく）で、以下に
該当する方の௨院（௨所）にかかるަ௨අをॿ成しています。住民課福祉グループ
または上厚真支所に申請してください。

住民課 福祉グループ　☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）௨Ӄަ௨අのॿ

৺ো͕いࢦఆ病͓Αͼ؊Ԍױ者の࣏療ʹ͔͔Δަ௨අをॿ͠ます。
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住民課 福祉グループ　☎ 26‒7872
（総合ケアセンターゆくり内）όス݊ɾೖཋ݊のަ付

町内όス݊
ަର 町内に住所があり居住しているຬ65歳以上の方
ަຕ　１度に36ຕ（ަ࠶付可）
ަ݊種ɹ町内࿏ઢが100円で乗ंできる݊
ར༻時の注ҙ
・ॿ成݊と「高齢者όス利用ॿ成事業利用者証」が必要です。
・100円の支いが必要です。

町外όス݊
ަର 町内に住所があり居住しているຬ70歳以上の方
ަຕ　１人につき月３往෮分（ަ࠶付不可）
ަରͱ݊種

令和３年度の介護保険料ஈ֊ ݊　種
「第１ஈ֊」から「第３ஈ֊」の方 無 料 ݊
「第４ஈ֊」から「第９ஈ֊」の方 額ॿ成݊
ར༻時の注ҙ
・ॿ成݊と「高齢者όス利用ॿ成事業利用者証」が必要です。
・額ॿ成݊を利用する場合は利用ӡの額の支いが

必要です。

入 ཋ ݊
ަ付対象
①町内に住所があり居住しているຬ70歳以

上の方
②ຬ70歳未ຬで次のいずれかに該当する方
・人ಁੳ療法を受けている方
定難病と認定されている方ࢦ・
・ମো者手ாのަ付を受けている方
・療育手ாのަ付を受けている方
・ਫ਼ਆো者保健福祉手ாのަ付を受け

ている方
ަ付ຕ
①に該当する方ʜ１人につき年10ຕ
※そのଞ、行事（ϖタンΫେ会、ܟ会、新年

ަྱ会など）にࢀ加した方には、１人につ
き年２ຕまでަ付します。

②に該当する方ʜ１人につき年12ຕ
ར༻時の注ҙ
・②の場合は「ମো者等入ཋ無料分

証」が必要です。

ொʹॅॴ͕͋Γ、͔ͭͯ͠ॅډいΔ高齢者のํʹόε݊ͱ、͜Ϳ͠の౬͋ͭまのೖཋ݊をަ͠ます。

お知らせ

όス݊・入ཋ݊
令和４年度分の
ަ 付 に つ い て

ਐֶのͨΊʹްਅொ֎సग़すΔͱ͖、ֶ生༻の国民健康保険ূをަ͠ます。

住民課 町民生活グループ　☎ 26‒7871
（総合ケアセンターゆくり内）国民健康保険のϚルֶ保険ূ

国民健康保険の加入者が、େֶなどに進ֶするた
め町外に転出されるとき、ֶ生用の国民健康保険証

（マルֶ保険証）をަ付します。
マルֶ保険証がަ付された国民健康保険加入者の

住所は町外になりますが、国民健康保険の資֨は転
出前に所ଐしていた町内の世帯の加入者となります
ので、転出ઌのࢢ区町ଜで新たに国民健康保険に加

入する必要はありません。
また、マルֶ保険証該当者に係る国民健康保険料

は、転出前に所ଐしていた町内の世帯の世帯主に͜
れまでどおりො課されます。

マルֶ保険証のަ付やฦؐには手ଓきが必要です。
手ଓきに必要なものを持ࢀの上、住民課町民生活グ
ループまたは上厚真支所に届け出てください。

※上هの΄かにࡏݱお持ちのւಓ国民健康保険証と印鑑を持ࢀしてください。

届 け 出 が 必 要 な と き 手 ଓ き に 必 要 な も の

˓進ֶにより町外へ転出する 入ֶした͜とが確認できる書類
（ֶ生証の写し、ֶࡏ証明書の写しなど）

˓ֶ年・ֶ校が変Θった 中である͜とが確認できる書類ֶࡏ
（ֶ生証の写し、ֶࡏ証明書の写しなど）

˓保険証にࡌهの住所に変更があった マイナンόーΧーυまたは住民ථ
˓ֶ生でなくなった ֶ生でなくなった͜とが確認できる書類

（ଔ業証書の写し、ୀֶ証明書の写しなど）
˓ࣾ会保険やଞの健康保険がద用となるۈめઌにۈ務した
˓ࣾ会保険やଞの健康保険の被ැ養者になった（ැ養に入った）新たに加入した健康保険証の写し

ॅ民ථのॅॴ、ਖ਼֬ͳॅॴのಧ͚ग़͕ඞཁͰす。

住民課 町民生活グループ　☎ 26‒7871
（総合ケアセンターゆくり内）ॅॴのҟಈखଓ͖ΛΕͣに

住民ථの住所のҟ動届(転出届・転入届・転居届
など)は、国民健康保険、国民年金、બڍ人໊へ
の登録などにつながるେ切な手ଓです。ࢢ区町ଜ
૭ޱでの「ਖ਼確な住所の届け出」が必要です（法
上の義務です）。

入ֶ・ब৬・転ۈなどによるҾっӽしで住所を
ҟ動される方は、住民ථのҟ動の届け出（転出届、
転入届、転居届など）が必要です。

また、各種Χーυ（マイナンόーΧーυ、住民
新にする必要があり࠷本ாΧーυ）の住所はج
ます。

ॅ民ථのҟಈのಧ͚ग़（సग़ಧ、సೖಧ、సډಧ）
ଞのࢢ区町ଜに転出する場合

厚真町内で転居する場合

厚 真 町 Ǻసग़લǻ
 転出届をఏ出して転出証明書を受けऔる

Ὃ
Ҿӽઌの
区町ଜࢢ

Ǻసೖ͔ͨ͠Β�4Ҏǻ
 転出証明書をఴ͑て転入届をఏ出する

厚 真 町 Ǻసͨ͠ډ͔Β�4Ҏǻ
 転居届をఏ出する

ަ付։࢝日　３月24日（木）から　　
ަ 付  ॴ　住民課福祉グループ、上厚真支所
࣋ ͪ  本人確認ができるもの、印鑑、手ாやࢦ定難病受給者証など当該

要݅を証明できるもの（入ཋ݊の②のަ付をرの方のみ）

֬ఆਃࠂॻࣗͰ࡞͓ͯ͠ૣΊʹ ֬ఆਃ͕ؒࠂҧͬͯいͨͱ͖

খ੫務ॺ　☎ 0144‒32‒3165（ද）֬定申ࠂ

ఏ出した確定申ࠂ書に計算ޡりや申ࠂ࿙れなど申
付いた場合は、次の方ؾりがある͜とにޡ内容にࠂ
法でగਖ਼する͜とができます。

また、確定申ࠂ書のఏ出をれていた場合は、で
きるだけ早く申ࠂするようにしてください。

ৄしくは、খ੫務ॺへお問い合Θせください。
ɾ੫ֹをଟ͘ਃͯ͠ࠂいͨͱ͖
「更ਖ਼の請ٻ」をしてਖ਼しい੫額へのగਖ਼および納め
ա͗た੫額のؐ付をٻめる͜とができます。
ɾ੫ֹをগͳ͘ਃͨ͠ࠂͱ͖
「मਖ਼申ࠂ」をしてਖ਼しい੫額にमਖ਼し、不してい
る੫額をやかに納付してください。
ɾ֬ఆਃࠂをΕͯいͨͱ͖
やかに確定申ࠂ書をఏ出してください。

令和３年分の所得੫および෮ڵ特別所得੫並
びにଃ与੫の確定申ࠂ書のఏ出期限は３月15日

（Ր）、ফඅ੫および地方ফඅ੫（ݸ人事業者）
の確定申ࠂ書のఏ出期限は３月31日（木）です。

期限間ࡍになりますと、確定申ࠂ会場はେ変
混雑しますので、新型コロナウイルス感染防ࢭ
の؍点から、ଟくの方が訪れる確定申ࠂ会場で
はなく、ͥひ、ごࣗ宅での申請書の࡞成・ఏ出
をお願いします。

国੫庁ϗーϜϖーδでは、
ύιコン・スマーτϑΥンな
どから、所得੫・ফඅ੫・ଃ
与੫の申ࠂ書を࡞成し、F�5BY

（ి子申請）または印して༣
送でఏ出する͜とができます。
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狂犬病予防注射の地区巡回を行います。

住民課 町民生活グループ　☎ 26‒7871
（総合ケアセンターゆくり内）

狂犬病予防法により、犬の飼い主の方には、狂犬
病予防注射の接種と登録が義務付けられています。

毎年４月に町内各地区を巡回し、狂犬病予防注射
を行っていますので、ご利用ください。

⃝ 飼い犬の新規登録は、住民課町民生活グループで
受け付けています。

⃝ 注射当日は混雑するため、未登録の犬がいる場合
は事前に登録をお願いします。

⃝ 犬が亡くなったり、住所や所有者の変更などがあ
った場合は、お早めに連絡をお願いします。

⃝生後91日以上の犬が対象です。
⃝ ４月の巡回接種を受けられない場合は、町が実施

する訪問注射（往診料1,000円加算）か、動物病
院で接種を受けてください。

登録（生涯１回）… 3,000円

狂犬病予防接種（毎年１回）… 3,240円

狂犬病予防注射
４月６日（水）

８時30分 ～ ８時40分 幌内マナビィハウス前
９時 ～ ９時10分 高丘生活会館前

９時20分 ～ ９時30分 旧富里生活館前
９時40分 ～ ９時50分 東和生活会館前
９時55分 ～ 10時５分 桜丘生活会館前
10時10分 ～ 10時20分 朝日マナビィハウス前
10時35分 ～ 10時45分 宇隆生活会館前
10時55分 ～ 11時５分 宇隆・浅野勝善さん宅前
11時15分 ～ 11時35分 役場庁舎前

４月７日（木）
８時20分 ～ ８時30分 ルーラルマナビィハウス前
８時40分 ～ ８時55分 豊沢マナビィハウス前
９時５分 ～ ９時20分 軽舞生活会館前
９時35分 ～ ９時45分 富野生活会館前
９時55分 ～ 10時５分 豊川生活会館前
10時10分 ～ 10時20分 上野生活館前
10時30分 ～ 10時40分 美里生活会館前
10時50分 ～ 11時５分 本郷マナビィハウス前
11時15分 ～ 11時25分 幌里生活館前

４月８日（金）
８時30分 ～ ８時45分 豊丘マナビィハウス前
８時55分 ～ ９時５分 鯉沼生活館前
９時15分 ～ ９時25分 鹿沼マナビィハウス前
９時40分 ～ ９時50分 浜厚真・阿部榮乃進さん宅前

10時 ～ 10時10分 厚和生活会館前
10時20分 ～ 10時30分 上厚真第５区生活会館前
10時35分 ～ 10時50分 厚南会館前

11時 ～ 11時10分 共和生活会館前
11時20分 ～ 11時30分 共栄生活会館前

４月10日（日）
７時10分 ～ ７時20分 本郷マナビィハウス前
７時25分 ～ ７時55分 役場庁舎前
８時15分 ～ ８時45分 厚南会館前

お知らせ

せん定枝の無料回収 安平・厚真行政事務組合　☎ 22‒3151
住民課 町民生活グループ　☎ 26‒7871

今年も次のとおり、せん定枝の無料回収を実施しますので、
内容を確認してごみの減量化・資源化にご協力願います。 無料回収期間：４月～１１月

※ 枝は50cm以内の長さに切り、ビニールひもなど（針金は
不可）でしばって、毎週月曜・木曜日（生ごみの日）に、
ごみステーションの横に出してください。




